
 

 

 

（別紙様式５） 

三重県営ライフル射撃場事業計画書の要旨 

申請者名 
三重県ライフル射撃協会 

会長 中村 孝夫 

管理運営方針 

施設の管理運営を行うにあたっては、次の項目に注力し、良好な競技環境を維持す

るとともに、ライフル射撃の普及や競技力向上にむけた指導に尽力します。 

・より多くの県民の方に公平かつ公正に利用いただけるよう管理運営を行うととも

に、射撃場の存在をアピールし利用の促進に努めます。 

・射撃場の利用にあたっては、ライフル銃の管理およびライフル射撃の安全確保の

指導をするとともに、あらゆる年齢層のライフル射撃に興味のある方が競技力を

向上させることができるよう支援を行います。 

・利用者の方への安全に対する情報提供や指導の実績を踏まえながら、環境保全に

努め、安全第一に管理運営を行います。 

運営業務に関する計

画 

円滑な大会運営のために、大会開催者である利用競技団体と打ち合わせ等の事前調

整を行います。 

ホームページ等を利用して、広く利用者の方に情報を発信いたします。 

スポーツ教室やスポーツフェスティバル開催時には広く参加者に射撃場の利用を

薦め、利用者増大の取組に努めます。 

管理業務に関する計

画 

協会の理事会の決定に基づき担当理事が維持管理の統括をします。担当理事の指示

により射場整備担当が清掃及び整備を行い、射場管理者が射撃場の運営をします。

管理にあたっては、環境保全に配慮し、射撃場の良好な競技環境を維持します。ま

た、射撃経験豊かで銃の管理に精通した人間を配備して適切な施設利用を図るとと

もに、危機管理体制を整備し、利用者の安全確保を第一に管理を行います。 

利用料金の設定 

５０ｍ射場 

 区分        １時間につき（２時間まで） １時間につき（３時間以降） 

個人利用（一般）      ３５０円          ２００円 

個人利用（生徒、学生）   ２００円          １００円 

専用利用         ４４８０円         ４４８０円 

１０ｍ射場 

 区分        １時間につき（２時間まで）  １時間につき（３時間以降） 

個人利用（一般）      ３００円          １５０円 

個人利用（生徒、学生） １５０円          １００円 

専用利用         ３６２０円         ３６２０円 

組織及び人員に関す

る計画 

担当理事     県との連絡調整、申請業務、経理等担当する。 

射撃場整備担当  射撃場施設の安全で快適な利用に必要な整備等を担当する。（2

～4名） 

射撃場管理者  利用者からの利用申し込み受付、清算等、及び射撃場内の安全確

保を担当する。（4～8名） 

収
支
計
画
書(

千
円) 

年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 備考 

収入合計 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340  

内 

訳 

指定管理料 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829  

利用料金収入 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500  

雑収入 11 11 11 11 11  

       

支出合計 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340  

 


